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令和８年 年 頭 所 感

日 本 商 品 先 物 取 引 協 会

会 長 稲 垣 隆 一

令和８年の新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。

皆様お健やかに、抱負と希望に満ちた新春をお迎えのことと存じます。

本年の干支は丙午（ひのえうま）。『丙』は陽の気が強まり、火の勢いを象徴し、成長と発展を、

『午』は進取の精神、前進、変化への適応を意味するとされます。古来『丙午』は、激しくも建設

的なエネルギーが噴出する年とされ、挑戦と飛躍にふさわしい巡り合わせを感じます。この干支に

込められた意味を胸に、果敢に新たな課題に挑み、会員の皆様とともに、未来に向けて力強く歩み

を進める一年としてまいります。

昨年を振り返りますと、世界は地政学的リスクや経済的不確実性に直面いたしました。ウクライ

ナ情勢や中東地域の緊張はエネルギー供給に影響を及ぼし、円安の進行は輸入コストを押し上げ、

物価高の一因となり、企業や消費者に大きな負担をもたらしました。

このような環境下、国内では電力先物市場の取引高が着実に拡大し、脱炭素化を背景にしたエネ

ルギー先物市場への期待が一層高まっております。

また、金は安全資産としての需要に加え、資産運用の対象としての関心の高まりを受け、歴史的

高値を記録しました。これに伴い、貴金属の店頭商品 CFD 取引も活発化しております。

一方、コメについては国内小売価格が高値圏で推移する中、米穀指数市場は必ずしも十分な裾野

を広げるに至っておりません。

今後、激動する内外の経済状況に対応し、商品デリバティブ取引がリスクヘッジや価格形成の機

能を一層発揮することにより、その存在感を高めていくことを強く期待しております。

さて、本協会は、委託者等の保護と公正、円滑な商品デリバティブ取引の確立を最重要課題とし

て、自主規制の不断の改善に努めてまいりました。

昨年は「会員等の外務員の登録等に関する規則」をはじめとする 7 つの規則等を改正し、平成 23

年の商品先物取引法の改正や令和2年の総合取引所化の都度の見直しで複雑化してしまった登録外

務員の資格要件や登録手続きを整理いたしました。現在、本年 3 月中に施行すべく各種の事務手続

きの改修を行っておりますが、会員はもとより、新たに参入しようとする業者にとっても分かりや

すいものになったと存じます。

また、昨年は、証券のインターネット取引において、不正アクセス及びなりすましによる不正取

引事案が発生いたしました。商品デリバティブ取引においても同種事案の発生が懸念されるところ
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ですが、会員の多くが金融商品取引業者としても対策を求められていることから、各位には商品デ

リバティブ取引についてもリスク評価を行い、関係法令を遵守した公正性の確保及び顧客保護に取

り組むよう要請いたしましたが、引き続き必要な対策を講じていただきますようご協力をお願いい

たします。

本年における本協会の主要な取り組みとして、二点を掲げます。

第一に、外務員登録管理の基幹を担う「外務員登録管理システム」についてでございます。同シ

ステムは 2011 年の稼働以来、部分的な改修を重ねる中で複雑化し、加えて老朽化が顕著となって

おります。このため、本年より抜本的な改修に向けた検討を開始し、会員及び本協会における外務

員の登録から抹消、登録事項の変更等に係る運用の効率化を図ります。

第二に、協会運営の一層の効率化を図るべく DX 推進を加速させるとともに、職員の年齢構成の

是正に向けた施策を講じ、持続可能な組織運営を確保いたします。

いずれも、長期にわたり協会の経営基盤が十分に安定していなかったことに起因する課題であり、

これらの改善に全力を尽くし、健全かつ信頼性の高い商品デリバティブ取引の維持、発展を支える

強固な基盤の確立に努めてまいる所存でございます。

最後になりますが、本協会事業に引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げるとと

もに、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げまして、新年の挨拶とさせていただきます。
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令和８年  年 頭 所 感

農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部

商品取引グループ長 太田 雄也

令和８年の新春を迎え、謹んで年頭の御挨拶を申し上げます。

日本商品先物取引協会におかれましては、商品先物取引業界の自主規制機関として、会員に対す

る指導や監督、苦情や紛争の解決等に常日頃から真摯に取り組まれ、また、会員の皆様におかれま

しても、貴協会の各般の取組に御協力いただいており、厚く御礼申し上げます。

近年、我が国の食料全体をめぐる情勢は、食料の供給に要する費用の増加、人口減少・高齢化に

よる人手不足の深刻化、気候変動などにより大きく変化しています。このような変化に対応するた

め、農林水産省では、改正食料・農業・農村基本法の下で策定した新たな食料・農業・農村基本計

画に基づき、農業の構造転換を５か年で集中的に推し進め、食料安全保障の確立に全力を尽くして

まいります。

また、我が国の主食である米は一年一作であるからこそ、需要に応じた生産を推進することを基

本として、現場の生産者と消費者の双方からみて、先の見通せる農政を展開することが重要です。

昨年 11 月には、価格高騰の要因や対応の検証を踏まえ、生産量に関する統計調査の精度向上、流

通構造の透明性の確保のための実態把握の強化、需給の変動に対応できる需給見通しの作成など、

米の安定供給に係る短期対策を取りまとめました。今後は、令和９年度以降の中長期の対応策の検

討を進めてまいります。

令和６年８月に本上場された米穀指数については、生産者や流通業者等に対し、米の将来価格の

動向を指標として示すことにより、計画的な生産や販売を促す効果が期待されます。当業者による

リスクヘッジ目的の活用事例も散見されるようになりました。こうした事例は、当業者の取引参加

の判断材料となりますので、普及啓発を図ることで、米の先物市場が産業インフラとして認知・定

着することを期待しております。

また、昨年は、物流・通販会社のシステム障害や証券口座を狙ったフィッシング詐欺など、デジ

タル化に伴うリスクが顕在化しました。こうした事例は、業界を問わず事業継続に深刻な影響を及

ぼしかねません。システムの安定稼働と情報セキュリティの強化に向け、官民一体となった取組を

進めることが重要です。

本年も、貴協会との緊密な連携を一層強化し、業界の健全な発展と市場の信頼性確保に向けて、

共に歩んでまいりたいと存じます。

最後に、皆様の御健勝と御多幸を祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。
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令和８年  年 頭 所 感

経済産業省 商務情報政策局 商務・サービスグループ

商品市場整備室長 鈴 木 貴 詞

令和８年の年頭にあたり、謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

平素より、経済産業行政に御理解と御協力を賜っておりますこと、心より御礼申し上げます。

日本商品先物取引協会におかれましては、商品先物取引法の自主規制機関として、自主規制の徹

底、外務員の研修・登録の業務等を着実に執行し、会員企業のコンプライアンス体制の確立及び苦

情件数の減少に多大な貢献をいただいております。また、会員企業におかれましても、商品先物取

引業等の適正化の促進に日々御尽力いただいております。関係の皆様方の御努力や御理解に対しま

して、改めて感謝を申し上げます。

商品先物取引は、リスクヘッジ機能、価格形成機能、資産運用機能といった経済的機能を担うと

同時に、取引の対象となる商品は国民生活とも密接な関係を有しており、大変重要な産業インフラ

として機能しております。

令和元年より始まった電力先物取引では、昨年、東京商品取引所（TOCOM）及び欧州エネルギー

取引所（EEX）の双方で、月間取引高が過去最多を更新するなど、取引が活発化しています。また、

取引には電力事業者のみならず、金融機関など多様なプレーヤーの参入が進みつつあり、年度物取

引や中部エリアの追加など、多様な商品の展開も進んでいます。こうした動きと相まって、市場の

流動性が高まってきたことを受け、産業インフラとしての重要性がより一層増しております。

昨年１０月の高市内閣総理大臣の所信表明演説でも、国民生活及び国内産業を持続させていくた

め、エネルギーの安定的で安価な供給が不可欠とされております。プレーヤーの多様化、多様な商

品の展開が進む中、今後、電力先物取引が日本でもリスク管理の基盤として定着していくことを期

待しております。

さて、皆様方におかれましては、マネロン・テロ資金供与対策にご尽力いただいており、感謝を

申し上げます。マネロン対策の国際基準策定・履行を担う多国間枠組みであるＦＡＴＦの第５次対

日審査が再来年夏に予定されており、必要な対応を本年から進めていくことが重要となっておりま

す。第５次審査では実効性の評価に重点が置かれておりますところ、皆様方におかれましても、よ

り一層の御理解と御対応を、よろしくお願い申し上げます。

最後に、本年は十干十二支の「丙午（ひのえうま）」であり、力強い飛躍・成長を表す年と言わ

れております。今年１年が商品先物取引業界にとって、力強く飛躍する年となることを御祈念申し

上げ、新年の御挨拶といたします。
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１．規則改正の背景

本会は、平成 11 年 4 月 1 日から外務員の登録事務を行っていますが、平成 23 年 1 月 1 日の

改正法の施行、令和 2年 7月 27日の総合取引所の誕生などに伴い、その都度関係規則等の見直

しを行ってきた結果、規定が複雑化し分かりにくいものとなっていました。この点について主務

省からも、外務員登録が主務大臣からの委任事務である以上、関係規則等の法令との整合を確認

し必要な見直しを行うとともに、複雑化した関連規則等を整理して分かりやすくすべきであると

の指摘があり、主務省と協議を重ねて改正を検討してきました。

２．主要な改正点

⑴ 登録外務員の資格要件について

登録外務員の資格要件は、新規登録、登録の特例、再登録、登録の更新という手続の区分ご

とに、会員等の外務員の登録等に関する規則（以下「登録等規則」という。）及び「会員等の

外務員の登録等に関する規則」に関する細則（以下「細則」という。）にまたがって規定され

分かりにくい構造となっていました。そこで以下のとおり新規登録、再登録、登録の更新とい

う区分ごとに登録等規則において具体的に規定し、登録の特例は引き続き細則に定めることと

します。

① 新規登録

「過去において外務員の登録を受けたことがない者の登録申請をする場合」と定めた上で、

外務員資格試験（以下「資格試験」という。）に合格した者及び外務員資格認定講習（以下

「認定講習」という。）を修了した者を規定します。

なお、認定講習を修了した者の資格要件については、外務員資格試験等規則に規定する認

定講習の受講要件と併せて改正します。（後掲「⑵ 認定講習の受講要件と登録外務員の資

格要件について」参照）

② 再登録

「過去において外務員の登録を受けたことがある者の登録申請をする場合」と定めた上で、

直近の登録抹消から登録申請までの期間及び登録抹消時の会員等に継続して所属している

ことの分類に従い、資格試験に合格した者、登録更新講習（以下「更新講習」という。）の

受講を修了した者及び認定講習の受講を修了した者を、それぞれ整理して規定します。

③ 登録の更新

「登録の更新の申請をする場合」と定めた上で、資格試験に合格した者及び更新講習の受

講を修了した者を規定します。

なお、登録の更新の特例のうち、やむを得ない事情で更新講習を受講できない場合の取り

扱いについては、別途、登録等規則に規定します。

本会が商品先物取引法（以下「法」という。）に基づき主務大臣より委任を受けている外務員

登録事務に係る関係規則等について、法令との整合を確認し規定を分かりやすく整理するため

の改正を行うこととし、主務省との協議を経て、昨年 9月 30日開催の第 209回理事会で承認さ

れました。

ここで本年 3月施行予定のこれら関係規則改正の概要をご紹介します。
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④ 登録の特例

法施行令第 2条に規定された行為を行う者、及び法施行規則第 1条に規定された者を対象

に、法第 2条第 15項に規定する商品デリバティブ取引に係る業務に従事した期間が 3年以

上の者で、かつ新規登録の者、また、外国の法令上これに相当する者で、かつ新規登録の者

について、法令の規定と整合するよう規定を整理した上で、別に定める取扱要領により本会

が特に認めた者を登録の特例として細則に規定します。

また、当業者等の法人顧客のみを勧誘の対象とするビジネスモデルの金融機関を対象とし

た登録の特例については、社内研修の受講を修了した者とする現行の枠組みを踏襲し、新規

登録、再登録及び登録の更新のそれぞれの区分で整理して細則に規定します。

これに併せて、現行の細則第 2条第 2項に規定する社内研修の実施に係る実施要領、同第

4条第 2項に規定する社内研修の実施に係る実施要領に定めていた内容を、新規登録、再登

録及び登録の更新の区分に応じて整理して取り込む形で、「会員等の外務員の登録等に関す

る規則」に関する細則第 2条に規定する取扱要領を新設し、現行の 2つの実施要領は廃止し

ます。

⑵ 認定講習の受講要件と登録外務員の資格要件について

① 現行の認定講習の受講要件は、日本証券業協会の一種証券外務員登録を受けている者であ

って、資格更新研修の受講義務者にあっては当該研修を修了していることと規定していまし

たが、認定講習がコンピュータ試験（CBT）方式を採用しており、受講者は随時会場に行っ

て受講できる仕組みであるため、本会が受講に先立って認定講習の受講要件の充足性を確認

することが困難でした。

② そこで、認定講習の受講要件としている内容の充足性を適時に確認することで制度の適正

な運用を確保する観点から、現行の受講要件の一部を登録外務員の資格要件に移すこととし

ます。

具体的には、登録外務員の資格要件について、一種証券外務員資格を保有するとともに一

種証券外務員の登録を受けており、資格更新研修の受講義務者の場合には当該研修を修了し

た上で、認定講習の受講を修了した者とする一方、認定講習の受講要件については、一種証

券外務員資格を保有し一種証券外務員の登録を受けている者、又は本会の行う外務員登録の

申請までに一種証券外務員の登録を受けていると見込まれる者と規定します。

⑶ 外務員の登録等の手続等について

① 法に規定する登録申請書や添付書類、外務員登録原簿の記載事項を踏まえ、細則の規定を

整理するとともに、電子情報処理組織による登録申請等の規定を新設し、申請書等の様式を

削除します。

② 法第 201 条に規定する外務員の登録の拒否、法第 204 条に規定する外務員の登録の取消

し等の行政処分について、それぞれ準用する法の手続を定めていることを踏まえた規定とし、

この規則に定めるもののほか、法及び行政手続法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則に

準じて実施する旨を新たに規定します。また、これに併せて、役員使用人等に対する指導、

勧告、処分に関する規則についても、行政処分に係る聴聞の手続きを新たに規定します。
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⑷ 資格試験等の実施について

① 外務員資格試験等実施要領（以下「試験等実施要領」という。）に定めている受験手数料、

受験の停止、合格の取消し等は、試験に関する基本的な事項であることから試験規則に規定

することとします。

② 試験規則、試験等実施要領とも試験、認定講習、更新講習の順に定めることとし、それぞ

れに必要な規定を整備します。

⑸ その他

一連の改正による規定の条番号の見直し等所要の改正を行います。

３．改正規則等の施行日及び経過措置について

⑴ 改正内容を会員に周知するとともに、コンピュータ試験の実施を委託している業者において

Web サイト等の改修に必要な時間を確保するため、改正規則等の施行日は 3 月 11 日といたしま

す。

⑵ 登録等規則等の改正に伴う経過措置として、①改正の施行日以前に改正前の登録等規則で登

録を受けている外務員について、改正後の同規則に規定する登録の有効期間は改正前の同規則

による登録（登録の更新を含む。）の日から起算すること、②改正後の試験等規則に規定する

認定講習及び更新講習の受講を修了していない者に対する再受講の制限等の不利益な取扱い

について、改正前の同規則による認定講習等の受講を修了していない者に適用しないことなど

の経過措置を定めます。

４．本会の実施する試験の合格・講習の受講修了の効果

現在本会の実施する各種資格試験の合格ないしは各種講習の受講修了が、外務員登録に係

る手続のうち、どの区分において有効なのかを整理すると、以下のとおりとなります。

新規登録

再登録①

抹消から 6年

未満

再登録②

抹消から 6年

超

再登録③

抹消から 6年

超・継続在籍

登録更新

外務員資格試験 〇 〇 〇 〇 〇

外務員資格認定講習 〇 × 〇 × ×

登録更新講習 × 〇 × 〇 〇

以上

文責：大畑
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【概 要】

平成 16 年（2004 年）の改正商品取引所法の国会審議において、4 月 14 日付けの衆議院経済産

業委員会の附帯決議で「商品取引員（現商品先物取引業者）の受託業務の実態を毎年調査し、公表

するよう努めること。」とされました。

これを受け、主務省では、我が国の健全な商品先物市場の育成を図る上で、委託者保護の徹底及

び市場の信頼性の向上が重要であるとの考えから、アンケート調査を通じて個人委託者を対象とし

た商品取引の実態を調査・分析することとし、委託者保護の徹底及び市場の信頼性の向上に資する

ため、その参考資料とするべく平成 18 年度から「商品先物取引に関する実態調査」を開始しまし

た。

平成 23 年度には、平成 23 年（2011 年）1 月 1 日に施行された商品先物取引法を踏まえて、国

内商品市場取引に不招請勧誘規制の対象である通常取引と対象外である損失限定取引の委託者を、

外国商品市場取引の委託者と店頭商品デリバティブ取引の相手方を、調査対象に加えました。

そして、令和 2 年（2020 年）7 月 27 日に㈱東京商品取引所の貴金属、ゴム及び農産物が㈱大阪

取引所に移管されたことから、国内商品市場取引は㈱東京商品取引所のエネルギーと㈱堂島取引所

の農産物が対象となったため、令和 3 年度の調査では通常取引と損失限定取引の区別の廃止や調査

項目の一部が見直されました。

このように状況の変化に応じて取引の実態を把握し、商品先物取引に関する制度立案や運営を行

う上での基礎資料として活用するための調査を行っています。

上記の調査は令和 6 年度調査で 19 回目となりますが、この資料では調査項目のうち、主な項目

を直近 5 年間分取りまとめました。

なお、平成 18 年度から令和 6 年度までの 19 回分の「商品先物取引に関する実態調査の結果につ

いて」については、下記の主務省のホームページに掲載されております。

○農林水産省ホームページの「商品先物取引関係資料」の「商品先物取引に関する実態調査の結果

について」

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syoutori/dealing/research.html

○経済産業省ホームページの「調査・統計」の「商品先物取引関する実態調査の結果について」

https://www.meti.go.jp/policy/commerce/syousakijitaicyousa.html

主務省（農林水産省及び経済産業省）では、毎年、商品先物取引に関する委託者等の実態調

査を行い、報告書を公表しております。

本会では、その実態調査の報告書をもとに直近 5 年間（令和 2 年～令和 6 年）の主な内容を

とりまとめました。
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【調査対象数及び回収状況】
令和 6 年度

調 査 項 目 調査対象数 有効回答数 回答率

国内商品市場取引 1,010 人 230 人 22.8％

外国商品市場取引 70 人 14 人 20.0％

店頭商品デリバティブ取引 3,761 人 413 人 11.0％

合  計 4,841 人 657 人 13.6％

【アンケート調査対象者の選出】

◆令和 6 年（2024 年）11 月 1 日時点において口座を開設しており、かつ令和 6 年中（令和 6 年

1 月 1 日から令和 6 年 11 月 1 日までの間）に商品先物取引の建玉があった委託者（法人以外）

である。

① 外国商品市場取引               ：全委託者

② 国内商品市場取引            ：全委託者（①を除く）

③ 店頭商品デリバティブ取引      ：委託者のコード番号の下一桁が「4」及び「7」の委

託者（①、②を除く）

【調査時期】

委託者アンケート調査：令和 6 年（2024 年）12 月 20 日～令和 7 年（2025 年）1 月 20 日

【令和 2 年度から令和 6 年度】

顧  客 業  者

調査対象数 有効回答数 回答率 調査対象数 回収結果

令和 2 年度 10,338 人 1,794 人 17.4％ 39 社 39 社

令和 3 年度 3,034 人 571 人 18.8％ 33 社 33 社

令和 4 年度 3,695 人 619 人 16.8％ 33 社 33 社

令和 5 年度 4,499 人 634 人 14.1％ 34 社 34 社

令和 6 年度 4,841 人 657 人 13.6％ 36 社 36 社

(注) 国内商品市場取引は、東京商品取引所及び堂島取引所が対象であり、大阪取引所は含まれてい

ない。



THE COMMODITY FUTURES ASSOCIATION OF JAPAN

- 10 -

Ⅰ．直近５年間（令和 2 年～令和 6 年）の主な項目のポイント

１．年 齢（13 頁参照）

⑴ 国内商品市場取引は「50 歳代」と「60 歳代」がそれぞれ 27.4％と高く、次いで「70 歳代」

が 16.5％となっており、50 歳代～70 歳代で全体の 7 割以上を占めている。

⑵ 外国商品市場取引は委託者（有効回答数）が少ないものの、「60 歳代」が最も多く、「40 歳

代」と「70 歳代」が続いている。

⑶ 店頭商品デリバティブ取引は「50 歳代」が最も多くなったものの、令和 5 年度から「40 歳

代」と「50 歳代」を合わせた年代が主力となっている。

２．年 収（14 頁参照）

⑴ 国内商品市場取引は「300 万円未満」が最も多く、「300 万～500 万円未満」と「500 万～700
万円未満」と合わせた年収が主力となっている。

⑵ 外国商品市場取引は「300 万円未満」と「800 万～1 千万円未満」、「1 千万円～2 千万円未満」

が同率の 21.4％であり、この 2 年間は他の取引と異なって分散している。

⑶ 店頭商品デリバティブ取引は「300 万円未満」が最も多く、「300 万～500 万円未満」と「500
万円～700 万円未満」が続き、国内商品市場取引と類似している。

３．商品先物取引を行った商品（複数回答）（15、16 頁参照）

⑴ 国内商品市場取引は㈱堂島取引所の「金」（10g）が 54.8％と最も多く、㈱東京商品取引所

の「原油」が 46.5％、㈱堂島取引所の「白金」（10g）が 22.2％と続いている。

大阪取引所の商品関連市場デリバティブ取引では、「金」（1,000ｇ）が 42.6％、「白金」（500g）
が 25.2％、「金ミニ」（100g）が 19.1％となっている。

⑵ 外国商品市場取引は「金」が 57.1％と最も多く、次いで「コーン」と「大豆」、「原油」が同

率の 42.9％となっている。

⑶ 店頭商品デリバティブ取引は「金」が 64.9％と最も多く、「原油」が 50.4％と続いており、

この 5 年間では「金」と「原油」がトップ 2 となっている。

４．他の金融商品の取引経験（複数回答）（17 頁参照）

国内商品市場取引、外国商品市場取引、店頭商品デリバティブ取引のいずれも株取引の経験が

最も多く、外国商品市場取引は 8 割、店頭商品デリバティブ取引は 7 割、国内商品市場取引は 6
割となっている。

また、外国商品市場取引では「大阪取引所における貴金属等の先物・オプション取引」の経験

が 42.9％、「国内商品市場・通常取引」の経験が 28.6％、店頭商品デリバティブ取引では 5.3％
と 18.6％となっている。

５．商品先物取引の経験期間（累積）（18 頁参照）

⑴ 国内商品市場取引は「10 年以上」が最も多くなっているが、商品移管後の令和 3 年以降で

初めて 5 割を割り込み、新たに「6 か月～1 年未満」と「5 年～10 年未満」が 10％台に増えて

いる。
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⑵ 外国商品市場取引は他の取引と異なり、令和 2 年から最多の経験期間が長い期間に移行して

おり、令和６年は「５年以上 10 年未満」と「10 年以上」が同率の 35.7％となっている。

⑶ 店頭商品デリバティブ取引については、平成 23 年度から「1 年以上 3 年未満」が中心とな

っている。

６．現在の業者と取引をしているきっかけ（19 頁参照）

⑴ 国内商品市場取引は「インターネット経由」が令和 3 年以降で初めて 40％を超えて 45.7％
となり、それに次ぐ「電話勧誘」が 22.2％と漸減している。

⑵ 外国商品市場取引と店頭商品デリバティブ取引は、「インターネット経由」が 71.4％と 77.2％
と最も多くなっている。

７．業者に対する評価（20、21 頁参照）

⑴ 「特に不満がない」は国内商品市場取引が 74.3％、店頭商品デリバティブ取引が 73.6％で

あるのに対し、委託者数（有効回答数）の少ない外国商品市場取引が 92.9%となっている。

⑵ 国内商品市場取引で不評とする項目について、通常取引と損失限定取引の区分が無くなった

令和 3 年と比較すると、「外務員の説明・アドバイスが不十分」が 3.5 ポイント減の 5.7％とな

ったものの、「サービス・情報提供が不十分」が 6.7 ポイント増の 14.3％となっている。

また、この二つの項目を注文方法の別で見ると次のような違いがある。

ネット以外で注文 ネットで注文

外務員の説明・アドバイスが不十分 20.9％ 1.6％
サービス・情報提供が不十分 23.3％ 11.5％

８．満足度（商品先物取引を経験したことに満足しているか）（22、23 頁参照）

⑴ 国内商品市場取引は、「大いに満足」と「満足」の合計が令和 4 年の 41.9％から令和 5 年に

は 10 ポイント増の 51.9%となり、令和 6 年には 53.0％と増えている。また、「大いに不満」

と「不満」の合計も令和 4 年の 16.2％が、令和 5 年に 13.7％、令和 6 年には 12.1％と減少し

ている。

また、満足度について、過去 5 年（令和 3 年以降は通常取引と損失限定取引の区分なし。）

で取引の注文方法の別の平均でみると次のような違いがある。

ネット以外で注文 ネットで注文

大いに満足 3.6％ 14.9％
満足 17.0％ 40.4％
どちらともいえない 48.7％ 36.5％
不満 14.7％ 3.6％
大いに不満 15.5％ 4.2％

⑵ 外国商品市場取引、店頭商品デリバティブ取引では、「大いに満足」と「満足」の合計が 78.6.％
と 48.6％であるのに対し、「大いに不満」と「不満」の合計は 0.0％と 6.5％となっている。な

お、店頭商品デリバティブ取引では、令和 2 年以降「どちらともいえない」が最も多くなって

いる。
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９．取引継続の意向（24、25 頁参照）

国内商品市場取引は「継続したい」が 64.3％で、店頭商品デリバティブ取引は 59.1％であり、

依然として高い水準で推移している。一方、外国商品市場取引は 80％前後で推移していたもの

が 64.3％となり、令和 2 年以降で一番低くなっている。

また、国内商品市場取引の取引継続の意向について、過去 5 年で取引の注文方法の別の平均で

みると次のような違いがある。

ネット以外で注文 ネットで注文

継続したい 32.7％ 73.6％
どちらともいえない 41.2％ 19.7％
止めたい 25.2％ 5.2％

10．取引口座数（26～28 頁参照）

商品先物取引業者（36 社）の令和 7 年年初の取引口座数は 816,335 口座（前年度比 115,093
口座増）であり、その内訳は通常取引が 31,762 口座（シェア 3.89％）、損失限定取引が 174 口

座（同 0.02％）、外国商品市場取引が 69,597 口座（同 8.53％）、店頭商品デリバティブ取引が

714,802 口座（同 87.56％）となっている。

また、令和 6 年の年初の口座数における同年末の建玉口座数の割合は、国内商品市場取引の通

常取引が23,384口座に対して918口座（3.9％）、損失限定取引が183口座に対して12口座（6.6％）、

外国商品市場取引が 62,872 口座に対して 41,124 口座（65.4％）、店頭商品市場取引が 614,803
口座に対して 61,335 口座（10.0％）となっている。
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Ⅱ．委託者調査の結果（主な項目を抜粋）

１．年 齢

【図表 1】

≪国内商品市場取引（通常取引）≫                   （単位：％）

29 歳

以下
30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代

80 歳

以上
不 明

令和 2 年 0.2 3.0 14.2 20.8 29.7 23.5 6.8 1.7

≪国内商品市場取引（損失限定取引）≫

令和 2 年 0.0 0.0 16.7 16.7 58.3 8.3 0.0 0.0

（通常取引と損失限定取引の区別なし）

令和 3 年 0.3 4.4 14.9 24.8 33.3 17.8 3.8 0.0

令和 4 年 0.0 3.4 14.7 27.2 27.2 21.9 5.3 0.4

令和 5 年 1.3 3.4 15.5 30.5 27.9 17.2 3.4 0.9

令和 6 年 2.6 5.2 16.1 27.4 27.4 16.5 1.3 3.5

≪外国商品市場取引≫

令和 2 年 6.5 22.6 22.6 32.3 9.7 6.5 0.0 0.0

令和 3 年 2.7 13.5 18.9 21.6 32.4 8.1 0.0 0.0

令和 4 年 6.5 6.5 19.4 29.0 25.8 12.9 0.0 0.0

令和 5 年 0.0 4.8 19.0 23.8 38.1 14.3 0.0 0.0

令和 6 年 0.0 0.0 28.6 14.3 35.7 21.4 0.0 0.0

≪店頭商品デリバティブ取引≫

令和 2 年 9.6 27.2 30.0 18.0 11.0 2.9 0.1 1.2

令和 3 年 4.1 22.4 35.6 23.7 11.4 2.7 0.0 0.0

令和 4 年 5.6 23.8 33.4 22.3 11.1 1.5 0.9 1.2

令和 5 年 5.5 17.4 30.5 23.9 18.4 3.2 0.3 0.8

令和 6 年 2.9 18.4 24.0 28.6 15.8 5.8 0.0 4.6
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２．年 収

【図表 2】

≪国内商品市場取引（通常取引）≫                   （単位：％）

300 万

円未満

300 万

～

500 万

円未満

500 万

～

700 万

円未満

700 万

～

800 万

円未満

800 万

～

1 千万

円未満

1 千万

～

2 千万

円未満

2 千万

～

3 千万

円未満

3 千万

円以上
不 明

令和 2 年 24.1 25.5 16.7 6.7 8.6 10.8 3.6 1.3 2.7

≪国内商品市場取引（損失限定取引）≫

令和 2 年 16.7 33.3 8.3 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 8.3

（通常取引と損失限定取引の区別なし）

令和 3 年 21.9 21.6 15.9 6.3 8.9 15.9 2.9 3.8 2.9

令和 4 年 18.9 23.0 16.6 6.0 12.1 15.8 2.6 3.4 1.5

令和 5 年 17.2 22.3 18.5 5.2 12.4 15.9 2.1 4.3 2.1

令和 6 年 23.9 20.9 15.2 7.4 10.4 11.3 2.6 3.0 5.2

≪外国商品市場取引≫

令和 2 年 12.9 22.6 19.4 9.7 16.1 19.4 0.0 0.0 0.0

令和 3 年 13.5 18.9 18.9 16.2 10.8 10.8 2.7 5.4 2.7

令和 4 年 25.8 19.4 9.7 6.5 16.1 16.1 3.2 3.2 0.0

令和 5 年 23.8 9.5 4.8 0.0 28.6 23.8 4.8 0.0 4.8

令和 6 年 21.4 14.3 7.1 0.0 21.4 21.4 7.1 7.1 0.0

≪店頭商品デリバティブ取引≫

令和 2 年 18.7 29.4 22.2 7.3 8.5 9.2 1.9 1.2 1.6

令和 3 年 21.9 27.9 21.5 5.5 11.9 8.2 1.8 0.5 0.9

令和 4 年 20.1 26.3 20.7 7.7 9.0 10.2 3.1 1.5 1.2

令和 5 年 21.3 22.9 23.4 8.2 9.7 10.3 1.3 1.1 1.8

令和 6 年 25.4 24.5 16.2 7.0 9.9 9.4 2.2 1.0 4.4
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３．商品先物取引を行った商品（複数回答）

【図表 3】

≪国内商品市場取引≫                                         （単位：％）

R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年

TOCOM

貴
金
属

金 67.6

金
商
法
䥹
商
品
関
連
市
場
デ
リ
バ
テ
䣵
ブ
取
引
䥺

OSE

57.8 54.0 44.6 42.6
白金 37.3 45.1 47.5 29.6 25.2
金ミニ 27.9 18.4 17.0 15.5 19.1
金限日 17.0 9.8 8.3 11.2 13.5
白金ミニ 10.9 13.0 10.6 5.6 8.7
白金限日 6.8 6.3 4.2 6.0 7.0
パラジウム 3.6 3.8 1.9 0.4 0.4
銀 4.7 8.6 4.9 3.9 7.4
金オプション 0.7 0.0 0.0 0.4 0.4

ゴム ゴム 20.2 25.4 23.4 18.9 12.6
商品指数 CME 原油等指数 0.9

農
産
物

東京とうもろこし 12.4 20.3 20.4 12.4 7.0
東京小豆 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
東京一般大豆 1.1 0.0 0.0 0.4 0.4
粗糖 0.0 0.0

ODEX

東京コメ 0.4

商
先
法

ODEX

0.3 0.0
0.0

新潟コシ 0.5 3.5 0.0
米穀指数 9.6
とうもろこし 50 6.4 3.9
米国産大豆   0.4 0.4

貴
金
属

金 50.2 54.8
白金 26.2 22.2
銀 4.7 10.9

TOCOM

エ
ネ
ル
ギ
䤀

原油 23.4

TOCOM

79.7 81.5 74.2 46.5
ガソリン 8.5 17.1 7.9 3.4 2.6
灯油 1.7 3.8 0.4 0.9 0.0
軽油 0.0 0.9
液化天然ガス 0.4 0.4 0.4
電力 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0

（注）TOCOM：㈱東京商品取引所、ODEX：㈱堂島取引所、OSE：㈱大阪取引所

令和 3 年度は、商品先物取引と大阪取引所の先物取引を別々の調査項目としている。

斜線については、調査結果が記載されていない項目である。

「CME 原油等指数」は令和 3 年 9 月に大阪取引所において上場されたものである。
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【図表 3-2】

≪外国商品市場取引≫                                     （単位：％）

R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年

農
産
物

コーン 51.6 43.2 51.6 33.3 42.9
大豆 45.2 54.1 38.7 28.6 42.9
小麦 25.8 32.4 45.2 23.8 35.7
砂糖 6.5 2.7 3.2 4.8 7.1
コーヒー 3.2 2.7 3.2 0.0 0.0
小豆 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0

ゴム ゴム 3.2 0.0 6.5 4.8 0.0

貴
金
属

金 58.1 70.3 61.3 57.1 57.1
銀 22.6 29.7 12.9 23.8 28.6
白金 12.9 16.2 25.8 14.3 7.1
銅 9.7 24.3 22.6 23.8 21.4

エ
ネ
ル
ギ
䤀

原油 51.6 59.5 48.4 47.6 42.9
ガソリン 16.1 10.8 6.5 4.8 0.0
灯油 12.9 2.7 0.0 0.0 0.0
天然ガス 9.7 32.4 22.6 23.8 21.4
電力 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

【図表 3-3】

≪店頭商品デリバティブ取引≫                             （単位：％）

R2 年 R3 年 R4 年 R5 年 R6 年

農
産
物

コーン 11.5 19.6 21.4 18.4 13.3
大豆 10.5 23.7 15.8 15.8 15.3
小麦 1.3 8.2 17.0 16.1 12.8
砂糖 0.1 8.2 6.2 10.8 6.5
コーヒー 0.4 9.1 9.6 10.5 9.4
小豆 0.3 1.8 1.5 1.8 1.5

ゴム ゴム 1.0 0.5 0.6 0.8 0.5

貴
金
属

金 61.8 72.1 59.1 62.4 64.9
銀 21.9 32.4 30.7 32.4 31.0
白金 4.8 10.5 12.1 12.6 9.2
銅 0.3 4.1 10.2 11.1 12.1

エ
ネ
ル
ギ
䤀

原油 75.0 68.5 65.6 53.7 50.4
ガソリン 2.3 3.7 6.8 7.9 6.8
灯油 0.6 0.9 0.6 0.3 0.5
天然ガス 12.4 29.7 33.4 43.4 29.8
電力 0.0 0.0 0.3 0.8 0.2
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４．他の金融商品の取引経験（複数回答）

【図表 4】

≪国内商品市場取引（通常取引）≫                         （単位：％）

株

投
資
信
託

信
用
取
引

日
経

225
协
ミ
ニ
含
む
卐

取
引
所
Ｆ
Ｘ

店
頭
Ｆ
Ｘ

取
引
所
証
券
Ｃ
Ｆ
Ｄ

店
頭
証
券
Ｃ
Ｆ
Ｄ

商
品
フ
勊
ン
ド

そ
の
他

経
験
な
し

不
明

現
物
取
引
协
金
・
白
金
等
卐

大
阪
取
引
所
に
お
け
る
貴
金
属
等
の
先
物
・
オ
プ
シ
勒
ン
取
引

国
内
商
品
・
通
常
取
引

国
内
商
品
・
損
失
限
定
取
引

外
国
商
品
市
場
取
引

商
品
Ｃ
Ｆ
Ｄ

R2 年 51.5 28.6 19.3 19.1 29.1 15.3 9.3 6.0 2.4 0.2 5.6 4.1 13.8 42.1 30.6 2.1 4.3

≪国内商品市場取引（損失限定取引）≫

R2 年 33.3 25.0 8.3 8.3 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 8.3 0.0 8.3 25.0 25.0 0.0 0.0

（通常取引と損失限定取引の区別なし）

R3 年 62.5 34.9 24.8 22.2 33.7 18.1 15.2 6.7 1.3 1.6 7.9 6.0 11.4 27.6 1.9 8.6

R4 年 62.3 32.1 23.8 25.3 35.1 18.9 12.1 5.7 0.4 0.8 5.7 6.0 8.7 33.6 2.3 7.2

R5 年 62.2 36.1 24.5 27.5 34.3 19.3 13.7 6.4 2.1 1.3 8.2 6.4 12.4 28.8 2.6 7.7

R6 年 61.3 42.6 29.1 36.1 39.1 27.8 19.1 10.9 0.9 0.0 7.4 10.0 12.6 18.7 3.5 13.5

                                                                         

≪外国商品市場取引≫

R2 年 90.3 58.1 61.3 61.3 61.3 41.9 16.1 19.4 0.0 0.0 3.2 0.0 22.6 22.6 19.4 3.2 12.9

R3 年 86.5 64.9 54.1 75.7 62.2 35.1 40.5 10.8 5.4 2.7 0.0 0.0 24.3 27.0 35.1 0.0 27.0

R4 年 90.3 58.1 61.3 61.3 51.6 51.6 32.3 19.4 6.5 6.5 0.0 0.0 19.4 25.8 54.8 0.0 32.3

R5 年 85.7 66.7 66.7 47.6 47.6 52.4 23.8 23.8 0.0 4.8 0.0 4.8 14.3 28.6 28.6 0.0 19.0

R6 年 85.7 57.1 57.1 71.4 50.0 28.6 21.4 7.1 0.0 21.4 0.0 0.0 0.0 42.9 28.6 0.0 21.4

≪店頭商品デリバティブ取引≫

R2 年 74.7 48.8 39.5 44.9 58.3 53.2 46.2 36.3 2.2 0.3 1.9 1.2 6.6 4.2 14.8 0.9 4.8

R3 年 71.7 46.1 35.2 40.6 57.5 43.8 60.3 37.4 2.7 0.9 0.5 0.0 9.6 4.6 20.5 0.9 11.9

R4 年 78.9 56.7 37.5 35.9 58.2 39.3 55.1 34.1 2.5 0.6 1.9 1.2 6.2 5.3 19.8 1.2 9.0

R5 年 75.0 57.4 34.7 41.6 60.8 44.7 48.9 33.9 2.6 0.8 1.1 0.5 10.3 5.8 20.0 1.3 12.1

R6 年 71.9 51.8 33.7 38.7 61.3 40.4 45.3 30.5 1.7 0.5 1.0 1.0 6.8 5.3 18.6 1.5 9.0

（注）斜線については、調査対象となっていない項目である。
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５．商品先物取引の経験期間（累積）

【図表 5】

≪国内商品市場取引（通常取引）≫                  （単位：％）

1 か月

未満

1 か月

～

3 か月

未満

3 か月

～

6 か月

未満

6 か月

～

1 年

未満

1 年

～

3 年

未満

3 年

～

5 年

未満

5 年

～

10 年

未満

10 年

以上
不明

令和 2 年 0.1 0.6 1.5 6.2 11.8 8.2 16.4 54.8 0.5

≪国内商品市場取引（損失限定取引）≫

令和 2 年 0.0 16.7 25.0 16.7 41.7 0.0 0.0 0.0 0.0

（通常取引と損失限定取引の区別なし）

令和 3 年 2.5 3.5 7.0 11.1 8.6 12.1 52.7 2.6

令和 4 年 0.4 3.0 9.8 11.7 6.4 13.2 53.6 1.9

令和 5 年 0.4 1.3 3.9 6.0 15.0 11.6 8.6 53.2 0.0

令和 6 年 0.4 3.0 7.4 10.9 13.0 10.4 10.4 41.7 2.6

≪外国商品市場取引≫

令和 2 年 0.0 3.2 3.2 41.9 19.4 6.5 19.4 6.4 0.0

令和 3 年 2.7 5.4 2.7 13.5 29.7 8.1 10.8 21.7 5.4

令和 4 年 0.0 6.5 6.5 12.9 25.8 16.1 6.5 25.8 0.0

令和 5 年 0.0 0.0 4.8 4.8 19.0 19.0 28.6 19.0 4.8

令和 6 年 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 7.1 35.7 35.7 0.0

≪店頭商品デリバティブ取引≫

令和 2 年 2.8 3.9 6.1 12.3 35.5 15.5 12.1 11.4 9.3

令和 3 年 1.8 6.8 12.3 17.4 32.0 8.7 11.9 5.9 3.2

令和 4 年 10.5 7.1 5.3 12.7 28.2 13.9 9.0 8.7 4.6

令和 5 年 7.6 4.5 5.3 9.5 32.4 17.4 7.6 11.3 4.5

令和 6 年 6.8 3.1 5.1 10.7 33.9 15.0 8.7 12.8 3.9
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６．現在の業者と取引をしているきっかけ

【図表 6】

≪国内商品市場取引（通常取引）≫                （単位：％）

電
話
勧
誘

訪
問
勧
誘

文
書
の
送
付

新
聞
等
の
広
告

セ
ミ
ナ
勖
・
講

演
会
等

友
人
・
知
人
に

勧
め
ら
れ
て

イ
ン
タ
勖
ネ
勏

ト
経
由

自
分
か
ら
連
絡

そ
の
他

不

明

令和 2 年 21.3 11.3 0.7 2.7 3.8 7.4 30.5 12.1 4.1 6.0

≪国内商品市場取引（損失限定取引）≫

令和 2 年 83.3 8.3 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

（通常取引と損失限定取引の区別なし）

令和 3 年 24.1 9.8 0.3 2.9 0.3 4.1 37.5 13.3 3.2 4.8

令和 4 年 25.3 7.9 1.1 1.9 1.1 4.5 31.7 20.4 2.3 3.8

令和 5 年 23.2 7.7 0.9 1.7 0.4 3.9 38.6 17.6 2.1 3.9

令和 6 年 22.2 2.6 1.3 1.3 2.2 3.0 45.7 17.4 3.9 1.7

≪外国商品市場取引≫

令和 2 年 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 9.7 67.7 16.1 0.0 3.2

令和 3 年 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 78.4 13.5 2.7 0.0

令和 4 年 0.0 0.0 0.0 6.5 3.2 0.0 64.5 25.8 0.0 0.0

令和 5 年 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 0.0 61.9 19.0 0.0 9.5

令和 6 年 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.4 28.6 0.0 0.0

≪店頭商品デリバティブ取引≫

令和 2 年 2.0 0.3 0.4 3.7 2.9 5.8 73.2 5.0 2.9 3.7

令和 3 年 3.2 0.9 2.3 0.0 0.0 0.0 82.2 8.2 0.9 2.3

令和 4 年 1.5 0.9 1.9 4.0 1.2 0.0 73.4 9.6 2.2 5.2

令和 5 年 3.4 0.3 0.5 0.8 1.3 3.4 74.7 8.7 1.1 5.8

令和 6 年 2.4 0.2 0.5 0.5 2.2 1.9 77.2 8.5 1.0 5.6
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７．業者に対する評価（複数回答）

【図表 7】

≪国内商品市場取引（通常取引）≫                  （単位：％）

外

務

員

の

説

明
・
ア
ド
バ
イ

ス
が
不
十
分

サ
勖
ビ
ス
・
情

報
提
供
が
不
十

分 態
度
が
横
柄

預
託
金
や
利
益

金
の
返
還
が
遅

い 担
当
外
務
員
と

連
絡
が
と
れ
な

い
こ
と
が
多
い

特
に
不
満
は
な

い そ
の
他

不

明

令和 2 年 11.2 15.0 1.5 0.9 1.9 66.6 9.7 4.1
≪国内商品市場取引（損失限定取引）≫              

令和 2 年 33.3 25.0 0.0 0.0 0.0 58.3 8.3 0.0
（通常取引と損失限定取引の区別なし）

令和 3 年 9.2 7.6 0.6 0.0 0.6 72.4 7.9 4.8
令和 4 年 12.1 11.7 1.1 1.9 2.3 68.7 6.0 6.0
令和 5 年 8.6 10.7 0.4 0.4 0.0 73.0 8.2 3.9
令和 6 年 5.7 14.3 0.4 0.4 0.0 74.3 7.4 1.7

≪外国商品市場取引≫

令和 2 年 0.0 3.2 0.0 3.2 0.0 71.0 16.1 6.5
令和 3 年 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 78.4 13.5 2.7
令和 4 年 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 77.4 16.1 0.0
令和 5 年 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 76.2 14.3 4.8
令和 6 年 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.9 7.1 0.0

≪店頭商品デリバティブ取引≫

令和 2 年 2.0 11.4 1.2 2.0 0.7 75.9 5.8 4.5
令和 3 年 3.2 9.1 1.8 1.4 0.9 76.3 5.0 7.8
令和 4 年 3.4 8.4 1.5 0.9 0.9 75.2 4.6 8.0
令和 5 年 7.6 11.1 1.8 2.4 1.3 67.6 7.6 6.6
令和 6 年 4.4 9.4 0.5 0.7 1.7 73.6 6.5 8.7
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【図表 7-2】通常取引を行った委託者の「業者に対する評価」を注文方法別に分類

（単位：％）

外

務

員

の

説

明
・
ア
ド
バ
イ

ス
が
不
十
分

サ
勖
ビ
ス
・
情

報
提
供
が
不
十

分 態
度
が
横
柄

預
託
金
や
利
益

金
の
返
還
が
遅

い 担
当
外
務
員
と

連
絡
が
と
れ
な

い
こ
と
が
多
い

特
に
不
満
は
な

い そ
の
他

不

明

令和 2 年 11.2 15.0 1.5 0.9 1.9 66.6 9.7 4.1
(ﾈｯﾄ以外で注文) 22.4 19.8 1.7 2.0 2.3 60.1 8.2 2.3

(ネットで注文) 4.6 12.0 1.2 0.3 1.3 71.2 10.5 4.6

（通常取引と損失限定取引の区別なし）

令和 3 年 9.2 7.6 0.6 0.0 0.6 72.4 7.9 4.8
(ﾈｯﾄ以外で注文) 25.9 17.3 2.5 0.0 1.2 61.7 1.2 0.0

(ネットで注文) 2.8 4.6 0.0 0.0 0.5 79.3 9.2 4.6

令和 4 年 12.1 11.7 1.1 1.9 2.3 68.7 6.0 6.0
(ﾈｯﾄ以外で注文) 26.0 27.4 1.4 4.1 6.8 52.1 5.5 1.4

(ネットで注文) 6.0 5.5 0.5 0.5 0.5 76.5 6.6 6.6

令和 5 年 8.6 10.7 0.4 0.4 0.0 73.0 8.2 3.9
(ﾈｯﾄ以外で注文) 25.4 23.7 1.7 0.0 0.0 52.5 10.2 0.0

(ネットで注文) 3.0 6.0 0.0 0.6 0.0 79.2 7.7 5.4

令和 6 年 5.7 14.3 0.4 0.4 0.0 74.3 7.4 1.7
(ﾈｯﾄ以外で注文) 20.9 23.3 0.0 2.3 0.0 62.8 4.7 0.0

(ネットで注文) 1.6 11.5 0.5 0.0 0.0 78.0 7.1 2.2
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８．満足度（商品先物取引を経験したことに満足しているか）

【図表 8】

≪国内商品市場取引（通常取引）≫                  （単位：％）

大いに満足 満 足
どちらとも

いえない
不 満 大いに不満 不 明

令和 2 年 7.0 30.9 42.6 9.4 8.0 2.1

≪国内商品市場取引（損失限定取引）≫

令和 2 年 0.0 0.0 50.0 25.0 25.0 0.0

（通常取引と損失限定取引の区別なし）

令和 3 年 13.7 29.8 43.2 8.3 3.5 1.6

令和 4 年 11.3 30.6 41.1 5.3 10.9 0.8

令和 5 年 14.6 37.3 34.3 6.0 7.7 0.0

令和 6 年 13.0 40.0 33.9 4.3 7.8 0.9

≪外国商品市場取引≫

令和 2 年 25.8 45.2 22.6 3.2 3.2 0.0

令和 3 年 32.4 43.2 21.6 2.7 0.0 0.0

令和 4 年 29.0 35.5 25.8 3.2 6.5 0.0

令和 5 年 14.3 52.4 23.8 0.0 4.8 4.8

令和 6 年 42.9 35.7 21.4 0.0 0.0 0.0

≪店頭商品デリバティブ取引≫

令和 2 年 12.4 38.9 39.3 4.5 3.5 1.3

令和 3 年 15.5 35.2 46.1 0.5 1.8 0.9

令和 4 年 11.1 39.3 45.5 1.5 0.6 1.9

令和 5 年 10.3 35.5 44.7 3.2 4.2 2.1

令和 6 年 11.1 37.5 42.1 3.4 3.1 2.7
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【図表 8-2】通常取引を行った委託者の「満足度」を注文方法別に分類

（単位：％）

大いに満足 満 足
どちらとも

いえない
不 満 大いに不満 不 明

令和 2 年 7.0 30.9 42.6 9.4 8.0 2.1
(ﾈｯﾄ以外で注文) 5.0 20.7 44.6 14.3 15.2 0.3

(ネットで注文) 8.6 37.4 42.7 7.0 3.9 0.4

（通常取引と損失限定取引の区別なし）

令和 3 年 13.7 29.8 43.2 8.3 3.5 1.6
(ﾈｯﾄ以外で注文) 4.9 14.8 54.3 19.8 6.2 0.0

(ネットで注文) 17.5 36.9 39.2 3.7 2.3 0.5

令和 4 年 11.3 30.6 41.1 5.3 10.9 0.8
(ﾈｯﾄ以外で注文) 4.1 6.8 53.4 11.0 24.7 0..0

(ネットで注文) 14.2 39.9 37.2 2.7 6.0 0.0

令和 5 年 14.6 37.3 34.3 6.0 7.7 0.0
(ﾈｯﾄ以外で注文) 1.7 16.9 42.4 16.9 22.0 0.0

(ネットで注文) 18.5 44.6 32.1 2.4 2.4 0.0

令和 6 年 13.0 40.0 33.9 4.3 7.8 0.9
(ﾈｯﾄ以外で注文) 2.3 25.6 48.8 11.6 9.3 2.3

(ネットで注文) 15.9 43.4 31.3 2.2 6.6 0.5
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９．取引継続の意向

【図表 9】

≪国内商品市場取引（通常取引）≫             （単位％）

継続したい 止めたい
どちらともい

えない
不 明

令和 2 年 60.4 12.3 24.7 2.5

≪国内商品市場取引（損失限定取引）≫

令和 2 年 8.3 66.7 25.0 0.0

（通常取引と損失限定取引の区別なし）

令和 3 年 61.3 9.5 26.3 2.9

令和 4 年 59.2 10.2 28.7 1.9

令和 5 年 65.7 10.7 21.9 1.7

令和 6 年 64.3 10.9 23.0 1.7

≪外国商品市場取引≫

令和 2 年 80.6 6.5 12.9 0.0

令和 3 年 75.7 2.7 21.6 0.0

令和 4 年 80.6 3.2 16.1 0.0

令和 5 年 81.0 0.0 14.3 4.8

令和 6 年 64.3 0.0 35.7 0.0

≪店頭商品デリバティブ取引≫

令和 2 年 60.8 13.7 23.4 2.0

令和 3 年 64.4 6.4 27.9 1.4

令和 4 年 62.5 11.1 24.1 2.2

令和 5 年 56.6 12.9 28.2 2.4

令和 6 年 59.1 10.7 26.6 3.6
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【図表 9-2】通常取引を行った委託者の「取引継続の意向」を注文方法別に分類

               （単位：％）

継続したい 止めたい
どちらともい

えない
不 明

令和 2 年 60.4 12.3 24.7 2.5
(ﾈｯﾄ以外で注文) 42.3 25.4 31.5 0.9

(ネットで注文) 72.3 5.3 21.5 0.9

（通常取引と損失限定取引の区別なし）

令和 3 年 61.3 9.5 26.3 2.9
(ﾈｯﾄ以外で注文) 30.9 24.7 42.0 2.5

(ネットで注文) 74.2 4.1 20.3 1.4

令和 4 年 59.2 10.2 28.7 1.9
(ﾈｯﾄ以外で注文) 28.8 24.7 45.2 1.4

(ネットで注文) 71.6 4.4 23.0 1.1

令和 5 年 65.7 10.7 21.9 1.7
(ﾈｯﾄ以外で注文) 28.8 30.5 40.7 0.0

(ネットで注文) 78.6 4.2 15.5 1.8

令和 6 年 64.3 10.9 23.0 1.7
(ﾈｯﾄ以外で注文) 32.6 20.9 46.5 0.0

(ネットで注文) 71.4 8.2 18.1 2.2
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Ⅲ．商品先物取引業者調査の結果（主な項目を抜粋）

１．取引口座数

【図表 10】≪国内商品市場取引≫

通常取引 損失限定取引

一般個人
特定委託者

特定当業者
左記以外の法人 合  計 一般個人

令和 3 年 年初 21,388 口座 268 口座 1,391 口座 23,047 口座 483 口座

（対面取引） 6,112 口座 172 口座 834 口座 7,118 口座 483 口座

（電子取引） 15,276 口座 96 口座 557 口座 15,929 口座 0 口座

令和 4 年 年初 17,590 口座 218 口座 986 口座 18,794 口座 287 口座

（対面取引） 3,172 口座 178 口座 455 口座 3,805 口座 287 口座

（電子取引） 14,418 口座 40 口座 531 口座 14,989 口座 0 口座

令和 5 年 年初 17,231 口座 205 口座 902 口座 18,338 口座 234 口座

（対面取引） 3,066 口座 185 口座 368 口座 3,619 口座 234 口座

（電子取引） 14,165 口座 20 口座 534 口座 14,719 口座 0 口座

令和 6 年 年初 22,201 口座 198 口座 985 口座 23,384 口座 183 口座

（対面取引） 2,823 口座 175 口座 310 口座 3,308 口座 183 口座

（電子取引） 19,378 口座 23 口座 675 口座 20,076 口座 0 口座

同年末の建玉口座 747 口座 50 口座 121 口座 918 口座 12 口座

（対面取引） 337 口座 36 口座 82 口座 455 口座 12 口座

（電子取引） 410 口座 14 口座 39 口座 463 口座 0 口座

令和 7 年 年初 30,640 口座 176 口座 946 口座 31,762 口座 174 口座

（対面取引） 2,630 口座 149 口座 300 口座 3,079 口座 174 口座

（電子取引） 28,010 口座 27 口座 646 口座 28,683 口座 0 口座
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≪外国商品市場取引≫

一般個人
特定委託者

・特定当業者
左記以外の法人 合  計

令和 3 年 年初 45,138 口座 9 口座 1,151 口座 46,298 口座

（対面取引） 1 口座 3 口座 2 口座 6 口座

（電子取引） 45,137 口座 6 口座 1,149 口座 46,292 口座

令和 4 年 年初 48,642 口座 14 口座 396 口座 49,052 口座

（対面取引） 1 口座 4 口座 3 口座 8 口座

（電子取引） 48,641 口座 10 口座 393 口座 49,044 口座

令和 5 年 年初 55,424 口座 19 口座 421 口座 55,864 口座

（対面取引） 1 口座 11 口座 2 口座 14 口座

（電子取引） 55,423 口座 8 口座 419 口座 55,850 口座

令和 6 年 年初 62,403 口座 21 口座 448 口座 62,872 口座

（対面取引） 1 口座 10 口座 4 口座 15 口座

（電子取引） 62,402 口座 11 口座 444 口座 62,857 口座

同年末の建玉口座 40,620 口座 21 口座 483 口座 41,124 口座

（対面取引） 0 口座 13 口座 0 口座 13 口座

（電子取引） 40,620 口座 8 口座 483 口座 41,111 口座

令和 7 年 年初 69,080 口座 26 口座 491 口座 69,597 口座

（対面取引） 0 口座 15 口座 0 口座 15 口座

（電子取引） 69,080 口座 11 口座 491 口座 69,582 口座


